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全国建設工事業国民健康保険組合の無資格加入者に係る

被保険者証の特例について

このことについて、厚生労働省保険局国民健康保険課から通知がありましたので、

お手数ですが、貴会員への周知方よろしくお願いいたします。

なお、本通知は、本県のホームページ(http://www.pref.okayama.jp/hoken/hohuku

/tuuchi/top.htm)にも掲載しておりますことを念のため申し添えます。

記

１ 失効した全国建設工事業国民健康保険組合（以下「工事業国保組合」という。）

の被保険者証の取扱い

無資格加入者が保険診療を受けられるよう、有効期限が平成２３年３月３１日

までとなっている工事業国保組合の被保険者証については、当面、６月３０日ま

での間は、有効なものとして取り扱うこと。

２ 診療報酬請求の取扱い

保険医療機関等は、１の取扱いにより診療した場合、国民健康保険団体連合会

に、工事業国保組合に対する診療報酬請求をすることができること。この場合、

工事業国保組合においては、診療報酬の支払いを確実に行うこと。
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都道府県民生主管部（局） 御中 

 
厚生労働省保険局国民健康保険課 

 
全国建設工事業国民健康保険組合の無資格加入者に係る 
被保険者証の特例について 

 
 全国建設工事業国民健康保険組合（以下「工事業国保組合」という。）の無資

格加入者の取扱いについては、「国民健康保険法第１０８条第１項の規定に基づ

く是正改善命令について（平成２２年厚生労働省発保０９０９第２号）」により、

資格是正等を工事業国保組合に対して命じ、数次にわたり、協会けんぽや市町

村国保への加入の勧奨等を、無資格加入者や事業主に対して行うよう指導して

きたところである。 
しかしながら、依然として、加入すべき保険者への加入手続きを行っていな

い者が多数存在しているところである。このため、日本年金機構は、２３年６

月末までに協会けんぽ及び厚生年金への職権適用の手続きを進めることとして

いるが、それまでの間については、無資格加入者の医療機関等への受診機会を

確保する観点から、下記の取扱いとすることとしたので、貴管内保険医療機関

等及び国民健康保険団体連合会に対して周知願いたい。 

 
記 

 
１．失効した工事業国保組合の被保険者証の取扱い 

 無資格加入者が保険診療を受けられるよう、有効期限が平成２３年３月 

３１日までとなっている工事業国保組合の被保険者証については、当面、  

６月３０日までの間は、有効なものとして取り扱うこと。 

 
２．診療報酬請求の取扱い 

 保険医療機関等は、１の取扱いにより診療した場合、国民健康保険団体連

合会に、工事業国保組合に対する診療報酬請求をすることができること。こ

の場合、工事業国保組合においては、診療報酬の支払いを確実に行うこと。 


